
BOC業務実施後でないと
ICG業務を実施すること

ができない。

貨物情報照会（ICG）業務の仕様変更（海上輸出貨物の経由地による照会可能化）

輸出貨物情報登録（ECR）業務画面
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経由地

搬入先

BOC業務実施前であっても
ICG業務を実施できるようになります。

変更前仕様 変更後仕様

例

経由地

搬入先

「輸出貨物情報登録（ECR）」業務及び、「積戻貨物情報登録（RCR）」業務の「経由地」項目に
入力された保税地域コードの利用者がBOC業務実施前にICG業務を実施できるようになります。

仕様変更内容

ECR業務及びRCR業務の
「経由地」項目に入力された
保税地域コード利用者


